
 

 

 

 

平成３０年第１２回教育委員会定例会会議録 

 

 

 

 

１ 日 時  平成３０年１０月２２日（月）１３：３０～１５：１５ 

２ 会 場  教育委員会 会議室 

３ 出席者  浅井教育長・萩原教育長職務代理・小西委員・栗原委員・ 

西田委員・教育次長（管理担当）・教育次長（指導担当）・ 

管理課長・学校教育課長・生涯学習課長・生涯学習課主幹・ 

  体育振興課長・人権教育推進室長 

 

 

 



 

 

教育長 ： それでは、平成３０年第１２回相生市教育委員会定例会を始めさせてい

ただきます。それでは、日程２、議事録署名委員の指名を行います。本日

の議事録署名委員は西田委員にお願いします。 

 

西田委員： はい。 

 

教育長  ： 日程３、事務局出席職員の報告をお願いします。 

 

管理課長： 両教育次長、各課長、書記としまして管理課副主幹が出席しております。

以上でございます。 

 

教育長 ： 日程４、経過報告をお願いします。 

 

教育次長（管理・指導担当）：それでは、９月２７日の教育委員会定例会以降の経過

につきましてご報告させていただきます。資料の方をお開き願います。 

 

 （経過報告に基づき以下の事業について概要説明） 

 

9/27  通学路安全点検 

9/28  第１回播磨西青い鳥学級相生教室 開級式 (福祉会館) 

9/29  中学校市内秋季総合体育大会(新人大会) 

    和太鼓松村組 相生公演２０１８ 

9/30  講演会「須恵器と渡来人」 台風接近により中止 

10/3  決算審査特別委員会 ～４日 

10/5  矢野川中学校区小中連携邦楽鑑賞会 

10/7  スポーツフェスティバル２０１８AIOI 

10/9  平成３０年度第５回相生市教育委員会職員採用試験委員会 

10/10  市内特別支援学級生活単元学習(ヤマサ蒲鉾、姫路科学館) 

    校長面談①(双葉中学校区) 

    人推協第３回医療・企業部会研修会 

10/11  美術展作品展示 ～１４日 

10/13  平芝幼、中央幼、矢野川幼、山手幼運動会 

10/14  あおば幼運動会 

美術展表彰式 

10/19  平成３０年度中・西播磨地区女性教育委員研修会(神河町) 

なぎさ寄席 

10/20  科学研究記録等表彰式 

 



 

 

教育長 ： 説明は終わりました。その他追加説明はありますか。 

 

教育次長（管理担当）：ございません。 

 

教育長 ： それでは質疑に入ります。経過報告全体に渡って、何か質問等がござい

ましたらどうぞ。 

 

教育長 ： 質疑がないようですので経過報告をご了承願います。 

日程５、議事に入ります。（１）報告事項、ア『報告第２７号 公文書の

公開請求について』を議題といたします。事務局より説明をお願いします。 

 

学校教育課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：教科用図書採択に関する資料の公文書の公開請求があり、教育長が臨

時に代決し、全部の公開を決定した旨、報告。 

 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

 

教育長 ： 続きまして、『イ 報告第２８号 平成３０年度科学研究記録・読書感

想文・人権作文・人権ポスター・人権標語の優秀作品の表彰について』説

明をお願いします。 

 

学校教育課長、人権教育推進室長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：科学研究記録及び読書感想文、人権作文、人権ポスター及び人権標語

について、表彰に係る選考方法、募集点数、被表彰者等について報告。 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

 

教育長 ： 続きまして、ウ『報告第２９号 早朝子ども教室について』を議題とい

たします。事務局より説明をお願いします。 

 

生涯学習課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：早朝子ども教室について、平成２８年度開始当初からの実績と３年間



 

 

の試行をもって終了する旨について報告。 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

      

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

 

教育長 ： 続きまして、提出議案その２、エ『報告第３０号 相生市文化財保護審

議会委員の委嘱について』を議題といたします。事務局より説明をお願い

します。 

 

生涯学習課長：（提出議案に基づき説明） 

※説明の要旨：平成３０年１０月５日付で任期満了を迎えた委員を、新たに２年間委

嘱する旨の報告 

 

教育長 ： 説明は終わりました。本件について、何かご質疑はありませんか。 

 

教育長 ： 質疑はないようですので、本件については報告を了承いただけたものと

いたします。 

 

教育長 ： 日程６、その他に入ります。『(1) ９月分学校事故発生状況報告、(2) ９

月分不登校等の状況報告、(3) 小中学校におけるいじめの現状報告』をま

とめて報告願います。 

学校教育課長：（提出資料に基づき説明） 

 

教育長 ： 説明は終わりました。それでは、ただいまの報告について、何かご質問

等ございませんか。 

 

委 員 ： 長欠者と不登校者合わせて２７人のうち、入室状況は２人ですが、残り

の人は入室が難しいということなのでしょうか。 

 

学校教育課長：各学校で不登校傾向のある生徒児童については、まず１つの選択肢と

して適応教室への呼びかけを行っております。中には見学をしてみようと

いうことで、適応教室への入級に理解を示す保護者もおりますが、そこま

で要求はないという保護者もおります。いろいろな選択肢の１つとして適

応教室を今後も紹介をしていきたいと考えております。 

 

委 員 ： 分かりました。 



 

 

 

委 員 ： 不登校数とは全く学校に行けていない生徒の解釈でしょうか。 

 

学校教育課長：不登校数は学校からの報告となっておりますが、中には適応教室には

通えているので不登校数からはずれている例もあります。全く学校に来な

いからというだけではなく、事情などを勘案して不登校数という形で上げ

させていただいております。以上です。 

 

委 員 ： 分かりました。保健室等に来ることができる生徒は入っていないのです

か。 

 

学校教育課長：校長判断にはなりますが、保健室などに登校できている場合は不登校

数から外れる場合はあります。 

 

委 員 ： 不登校の子どもについてはなんらかの手立てが必要ということですね。

今のところはそのような手立てはないという形ですね。 

 

学校教育課長：担任や教師からアプローチは行っておりますが、正直、難しいところ

があるというのが実態でございます。やはり家庭や本人の理解が無ければ

前に進めないというところがありますので、まず、学校とも協力しながら

進めていかなければならないところかと思っております。以上です。 

 

委 員 ： 分かりました。 

 

教育長 ： その他に何かご質問等ございませんか。 

 

教育長 ： 質問はないようですので、そのようにご了承願います。 

 

教育長 ： 次に、『(4) １１月分行事予定報告』をお願いします。 

 

各課長 ：（資料に基づき、主だったものを報告） 

        第２回の総合教育会議は １２／２１（金）１３：３０～ 

        １２月の定例会は １２／２１（金）１５：００～ 

 

教育長 ： 説明は終わりました。ただいまの報告について何かご質問等ございませ

んか。 

 

教育長 ： ないようですので、そのように了承願います。 



 

 

 

教育長 ： 次に『(5) その他』について事務局何かありますか。 

 

学校教育課長：（学校医の異動について説明） 

 

教育長 ： 他には何かありますか。 

 

管理課長：（新教育委員会制度の概要について説明） 

 

教育長 ： 教育委員会の冒頭に各委員に発言していただいていることも、総合教育

会議において発言していただいていることも、制度改正によるものだとい

うことですね。 

 

管理課長： そういうことでございます。 

 

委 員 ： このことについては、平成２７年度に一度発表をしたのですね。 

 

管理課長： はい、平成２７年度にこういう形で変わりますということを、かがやく

相生第２号により、市民の皆様に発表させていただいております。平成 

３０年１０月１０日までは経過措置の期間でしたので、従来の形で継続さ

せていただいておりましたが、１０月１１日から新しい形にさせていただ

きました。 

 

教育長 ： これは、平成２７年４月１日からこの制度が始まりましたが、この時に

現に教育長である者は、任期満了まではそのままで良いということであり

ましたので、今回まで旧制度の中で運営をしてきたのですね。 

他には何かありますか。 

 

管理課長：（学校の空調設備実施設計にかかる入札結果について説明） 

 

教育長 ： 他には何かありますか。 

 

管理課長： 配布物の確認（平成３０年度相生市中学校陸上競技大会（秋季大会）、

平成３０年度西播地区中学校秋季新人体育大会結果、科学検収記録集、読

書感想文集、スポーツフェスティバル２０１８ＡＩＯＩ 大会成績表 参

加者数一覧表、人権ふれ愛コンサート、学校医の異動、他市町教育委員の

異動報告） 

 



 

 

教育長 ： この際、委員から、何かございますか。 

 

委 員 ： 市民武道大会で６団体とありましたが、内訳はどういったものですか。 

 

体育振興課長：柔道、剣道、弓道、太極拳、少林寺拳法、空手でございます。 

 

委 員 ： 通学路の協議会の話の中でありました、３か所というのはどちらか教え

ていただけますか。 

 

学校教育課長：双葉小学校からマックスバリュまでの道、緑ヶ丘の細い市道、最後が

矢野の下田から小学校へ向かう県道の３点でございます。 

 

教育長 ： 他には何かありますか。 

 

教育長 ： 特にないようですので。平成３０年第１２回教育委員会定例会を閉会さ

せていただきます。どうも、ありがとうございました。 

 

 

 

 

１５：１５ 終了 


